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１【提出理由】

　平成28年６月23日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月23日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金31円

２．剰余金の処分に関する事項

　繰越利益剰余金の損失を補填するため、別途積立金を37,700,000,000円取り崩す。

 

第２号議案　定款一部変更の件

「貨物利用運送事業」を当社の事業目的に追加する。

 

第３号議案　取締役16名選任の件

取締役として、小澤哲、加留部淳、浅野幹雄、横井靖彦、山際邦明、松平惣一郎、服部孝、

大井祐一、三浦芳樹、柳瀬英喜、日髙俊郎、村田稔、貸谷伊知郎、髙橋治朗、川口順子及び

藤沢久美を選任する。

 

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、豊田鐵郎、桑野雄一郎を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第１号議案 2,995,850 30,746 338 （注）１ 可決　99.0

第２号議案 3,026,257 336 341 （注）２ 可決　99.9

第３号議案    （注）３  

小澤　哲 2,971,602 52,625 2,702  可決　98.2

加留部　淳 3,014,519 9,710 2,702  可決　99.6

浅野　幹雄 3,013,268 10,959 2,702  可決　99.5

横井　靖彦 3,013,388 10,839 2,702  可決　99.6

山際　邦明 3,013,397 10,830 2,702  可決　99.6

松平惣一郎 3,012,855 11,372 2,702  可決　99.5

服部　孝 3,013,389 10,838 2,702  可決　99.6

大井　祐一 3,013,403 10,824 2,702  可決　99.6

三浦　芳樹 3,013,377 10,850 2,702  可決　99.6

柳瀬　英喜 3,013,409 10,818 2,702  可決　99.6

日髙　俊郎 3,013,330 10,897 2,702  可決　99.6

村田　稔 3,013,406 10,821 2,702  可決　99.6

貸谷伊知郎 3,013,368 10,859 2,702  可決　99.6

髙橋　治朗 3,018,447 8,068 417  可決　99.7

川口　順子 3,022,226 4,290 417  可決　99.8

藤沢　久美 3,022,759 3,757 417  可決　99.9

第４号議案    （注）３  

豊田　鐵郎 2,082,608 943,962 362  可決　68.8

桑野雄一郎 3,023,879 2,693 362  可決　99.9

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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